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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第69期中 第70期中 第71期中 第69期 第70期

会計期間

自 平成31年
   ２月１日
至 令和元年
   ７月31日

自 令和２年
   ２月１日
至 令和２年
   ７月31日

自 令和３年
   ２月１日
至 令和３年
   ７月31日

自 平成31年
   ２月１日
至 令和２年
   １月31日

自 令和２年
   ２月１日
至 令和３年
   １月31日

売上高 (千円) 66,111 66,300 60,330 132,404 132,627

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △1,407 △1,194 △9,441 8,991 12,244

当期純利益又は
中間純損失(△)

(千円) △2,048 △2,179 △9,970 7,337 5,983

持分法を適用した場合
の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

発行済株式総数 (株) 6,808 6,808 6,808 6,808 6,808

純資産額 (千円) 1,384,606 1,391,812 1,390,004 1,393,992 1,399,975

総資産額 (千円) 1,403,845 1,413,310 1,404,763 1,419,208 1,414,313

１株当たり純資産額 (円) 203,379.31 204,437.77 204,172.27 204,757.97 205,636.83

１株当たり当期純利益
又は中間純損失(△）

(円) △300.89 △320.19 △1,464.56 1,077.75 878.86

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 98.6 98.4 98.9 98.2 98.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 27,205 18,797 19,712 55,802 44,018

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △54,289 △45,737 △10,101 △58,115 △60,387

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― ―

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 14,323 12,153 32,336 39,093 22,725

従業員数 (人) ― ― ― ― ―
 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移

については記載しておりません。

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４ 第69期及び第70期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。なお、第69期中及び第70期中並びに第71期中の潜在株式調整後1株当たり中間純利益について

は、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業内容に重要な変更はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

当社には従業員は存在しません。なお、当社の業務執行につきましては、福岡カンツリー倶楽部に業務委託して

おります。

 

(2) 労働組合の状況

当社には労働組合は結成されておりません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 (1)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

 当中間会計期間において、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観

的な指標等はありません。

 

 (2)事業上及び財務上の対処すべき課題

　 当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更はありません。

 　また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 

２ 【事業等のリスク】

　当中間会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当

社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要な

リスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、当社のゴルフ場施設一切の貸与先である「福岡カンツリー

倶楽部」において、大人数を集客するイベント企画の中止やコンペ等の団体客の予約キャンセルが発生しておりま

す。当社の業績にも影響を及ぼす可能性があり、今後の状況を注視してまいります。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）

の状況の概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次の通りで

あります。

　　なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（1）経営成績

当中間会計期間の賃貸収入は、60,330千円と前年同期と比べ5,970千円の減収となりました。

また、一般管理費は、69,591千円と前年同期と比べ2,052千円の増加となりました。

 以上の結果、当中間会計期間の業績は、営業損失9,261千円（前年同期は営業損失1,239千円）、経常損失9,441千

円（前年同期は経常損失1,194千円）、中間純損失9,970千円（前年同期は中間純損失2,179千円）となりました。

 なお、セグメントの業績については、不動産賃貸業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

 
（2）財政状態

当中間会計期間末における流動資産は33,216千円となり、前事業年度末に比べ8,563千円増加いたしました。

これは主に現金及び預金が9,611千円増加したことによるものであります。固定資産は、1,371,547千円となり、

前事業年度末に比べ18,113千円減少いたしました。これは主に減価償却費の計上によるものであります。

以上の結果、当中間会計期間末における資産合計は1,404,763千円となり、前事業年度末に比べ9,549千円減少い

たしました。

当中間会計期間末における負債は14,758千円となり、前事業年度末に比べ420千円増加いたしました。

当中間会計期間末における純資産合計は1,390,004千円となり、前事業年度末に比べ9,970千円減少いたしまし 　

た。これは損失の計上によるものであります。

 
(3) キャッシュ・フロー

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末比9,611千円増加し、32,336千円となりまし

た。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、未払金の増加等により、前中間会計期間比914千円収入増加して19,712

千円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少により、前中間会計期間比

35,636千円支出減少して10,101千円の支出となりました。

 財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした。
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(4)生産、受注及び販売の実績

① 生産実績

 不動産賃貸業であり、該当する情報がないため、記載しておりません。

 

② 受注実績

 不動産賃貸業であり、該当する情報がないため、記載しておりません。

 

③ 販売実績

 当中間会計期間における販売実績は、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 賃貸収入金額(千円) 前年同期比(％)

不動産賃貸業 60,330 90.9

合計 60,330 90.9
 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。

なお、本表の金額には消費税等は含まれておりません。
 

相手先

前中間会計期間 当中間会計期間

賃貸収入金額
(千円)

割合(％)
賃貸収入金額

(千円)
割合(％)

福岡カンツリー倶楽部 66,300 100.0 60,330 100.0
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４ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【主要な設備の状況】

　当中間会計期間の設備投資につきましては、男子浴室手摺設置、コース棟事務所エアコン設置、11番～14番カー

ト道路整備、16番～17番カート道路拡張工事等を実施した結果、設備投資額は3,460千円となりました。

 
 
 
 
 
 

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備計画の変更

　　該当事項はありません。

 
(2) 重要な設備計画の完了

前事業年度末に計画していた設備計画のうち、当中間会計期間に完了したものは、次のとおりであります。

 

設備の内容 投資額(千円) 完了年月

11番～14番カート道路整備 1,158 令和３年３月

16番～17番カート道路拡張工事 1,750 令和３年５月
 

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

(3) 重要な設備の新設等

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。

 

(4) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 26,000

計 26,000
 

(注) 当社定款第８条の定めにより株式を譲渡するには取締役会の承認を得なければならないとされております。

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)

(令和３年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(令和３年10月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,808 同左 非上場・非登録 (注)１、２

計 6,808 同左 ― ―
 

(注) １ 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

２  株式の譲渡制限に関する規定は次の通りであります。

当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第１項第１号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定め

ており、当該株式の譲渡又は取得については、取締役会の承認を要する旨を定款第８条において定めており

ます。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

(ライツプランの内容)

 該当事項はありません。

(その他の新株予約権等の状況)

 該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

令和３年７月31日 ― 6,808 ― 1,000,000 ― 384,907
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(5) 【大株主の状況】

  令和３年７月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

西日本鉄道株式会社 福岡市博多区博多駅前３丁目５番７号 250 3.67

福岡カンツリー倶楽部 福岡市東区大字上和白1318番地の１ 175 2.57

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神２丁目13番１号 110 1.61

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前３丁目１番１号 75 1.10

昭和鉄工株式会社 福岡県糟屋郡宇美町宇美3351番地の８ 40 0.58

株式会社新出光 福岡市博多区上呉服町１番10号 40 0.58

日本通運株式会社 東京都港区東新橋１丁目９番３号 32 0.47

西部ガスホールディングス株式会社 福岡市博多区千代１丁目17番１号 30 0.44

ＲＫＢ毎日放送株式会社 福岡市早良区百道浜２丁目３番８号 30 0.44

九州朝日放送株式会社 福岡市中央区長浜１丁目１番１号 25 0.36

計 － 807 11.85
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   令和３年７月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　　6,808 6,808 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 6,808 ― ―

総株主の議決権 ― 6,808 ―
 

 

② 【自己株式等】

    令和３年７月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１ 中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に

基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(令和３年２月１日から令和３年７月31

日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

 

３ 中間連結財務諸表について

当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(令和３年１月31日)
当中間会計期間

(令和３年７月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 22,725 32,336

  前払費用 1,926 879

  流動資産合計 24,652 33,216

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※  467,627 ※  458,487

   構築物（純額） ※  167,963 ※  161,206

   機械及び装置（純額） ※  22,575 ※  20,573

   工具、器具及び備品（純額） ※  173 ※  154

   コース勘定 659,465 659,465

   土地 70,843 70,843

   有形固定資産合計 1,388,648 1,370,731

  無形固定資産   

   ソフトウエア 1,012 816

   無形固定資産合計 1,012 816

  固定資産合計 1,389,661 1,371,547

 資産合計 1,414,313 1,404,763

負債の部   

 流動負債   

  未払金 10,120 8,768

  未払法人税等 3,517 3,991

  未払消費税等 700 1,298

  その他 ― 700

  流動負債合計 14,337 14,758

 負債合計 14,337 14,758

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,000,000 1,000,000

  資本剰余金   

   資本準備金 384,907 384,907

   資本剰余金合計 384,907 384,907

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 15,068 5,097

   利益剰余金合計 15,068 5,097

  株主資本合計 1,399,975 1,390,004

 純資産合計 1,399,975 1,390,004

負債純資産合計 1,414,313 1,404,763
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② 【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 令和２年２月１日
　至 令和２年７月31日)

当中間会計期間
(自 令和３年２月１日
　至 令和３年７月31日)

賃貸収入 66,300 60,330

一般管理費 ※1  67,539 ※1  69,591

営業損失（△） △1,239 △9,261

営業外収益 44 77

営業外費用 ― 257

経常損失（△） △1,194 △9,441

特別損失 ※2  455 ―

税引前中間純損失（△） △1,649 △9,441

法人税、住民税及び事業税 530 529

法人税等合計 530 529

中間純損失（△） △2,179 △9,970
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

 前中間会計期間(自 令和２年２月１日　至 令和２年７月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 1,000,000 384,907 384,907 9,085 9,085 1,393,992 1,393,992

当中間期変動額        

中間純損失（△）    △2,179 △2,179 △2,179 △2,179

当中間期変動額合計 ― ― ― △2,179 △2,179 △2,179 △2,179

当中間期末残高 1,000,000 384,907 384,907 6,905 6,905 1,391,812 1,391,812
 

　

 当中間会計期間(自 令和３年２月１日　至 令和３年７月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 1,000,000 384,907 384,907 15,068 15,068 1,399,975 1,399,975

当中間期変動額        

中間純損失（△）    △9,970 △9,970 △9,970 △9,970

当中間期変動額合計 ― ― ― △9,970 △9,970 △9,970 △9,970

当中間期末残高 1,000,000 384,907 384,907 5,097 5,097 1,390,004 1,390,004
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 令和２年２月１日
　至 令和２年７月31日)

当中間会計期間
(自 令和３年２月１日
　至 令和３年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純損失（△） △1,649 △9,441

 減価償却費 21,028 21,316

 有形固定資産除却損 455 257

 その他 23 8,638

 小計 19,857 20,771

 法人税等の支払額 △1,059 △1,059

 営業活動によるキャッシュ・フロー 18,797 19,712

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △45,737 △10,801

 その他 ― 700

 投資活動によるキャッシュ・フロー △45,737 △10,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,939 9,611

現金及び現金同等物の期首残高 39,093 22,725

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  12,153 ※  32,336
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、

建物(建物附属設備を除く)につきましては、平成10年度の税制改正により耐用年数の短縮が行われております

が、改正前の耐用年数を継続して適用しております。

　　　②無形固定資産

　　　　定額法を採用しております。

　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

 

２ 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に満期日の到来する短期的な投資としております。

 

３ その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（追加情報）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、当社の主要な顧客である「福岡カンツリー倶楽部」では大人数を

集客するイベント企画の中止やコンペ等の団体客の予約キャンセル等の影響を受けておりますが、政府から発令さ

れた緊急事態宣言の解除後はプレー客数は徐々に回復しており、令和４年１月期には回復が見込まれるものと考え

ております。現時点では当社の事業活動に対する影響は軽微であり、会計上の見積りにおいても、新型コロナウイ

ルス感染症の影響は限定的と仮定しております。

　なお、前事業年度末の仮定について重要な変更を行っておりません。
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(中間貸借対照表関係)

※ 有形固定資産の減価償却累計額

 

 
前事業年度

(令和３年１月31日)
当中間会計期間

(令和３年７月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 1,825,473千円 1,841,704千円
 

 

(中間損益計算書関係)

※１ 減価償却実施額は、次のとおりであります。

 

 
前中間会計期間

(自 令和２年２月１日
至 令和２年７月31日)

当中間会計期間
(自 令和３年２月１日
至 令和３年７月31日)

有形固定資産
無形固定資産

20,832千円
        195

21,120千円
195

 

 
　　　　※２　特別損失の主要項目は、次のとおりであります。

 

 
前中間会計期間

(自 令和２年２月１日
至 令和２年７月31日)

当中間会計期間
(自 令和３年２月１日
至 令和３年７月31日)

固定資産除却損 455千円 ―千円
 

 
(中間株主資本等変動計算書関係)

Ⅰ.前中間会計期間(自 令和２年２月１日 至 令和２年７月31日)

１.発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 6,808 ― ― 6,808
 

 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４ 配当に関する事項

該当事項はありません。
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Ⅱ.当中間会計期間(自 令和３年２月１日 至 令和３年７月31日)

１.発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 6,808 ― ― 6,808
 

 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４ 配当に関する事項

該当事項はありません。
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、下記のとおりであ

ります。

 

 
前中間会計期間

(自 令和２年２月１日
至 令和２年７月31日)

当中間会計期間
(自 令和３年２月１日
至 令和３年７月31日)

現金及び預金 12,153千円 32,336千円

現金及び現金同等物 12,153千円 32,336千円
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(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（令和３年１月31日）    

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

現金及び預金 22,725 22,725 ―

資産計 22,725 22,725 ―
 

 
当中間会計期間（令和３年７月31日）    

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

現金及び預金 32,336 32,336 ―

資産計 32,336 32,336 ―
 

(注１) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。
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(賃貸等不動産関係)

前事業年度(自 令和２年２月１日 至 令和３年１月31日)

当社賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は次のとおりであります。

  (単位：千円)

貸借対照表計上額

期首残高 1,376,152

期中増減額 12,496

期末残高 1,388,648

期末時価 1,336,500
 

(注) １ 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２ 当事業年度増減額のうち、増加はコース設備の改修等による金額55,342千円、減少額は減価償却費42,244千

円、除却は601千円であります。

３ 当事業年度末の時価の算定方法について、主要な物件の時価は社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書

に基づく金額であります。

 

当中間会計期間(自 令和３年２月１日 至 令和３年７月31日)

賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間貸借対照表日における時価に前事業年度の末日に比して著しい変

動が認められないため、賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び当中間会計期間における主な変動並びに中間貸

借対照表日における時価及び当該時価の算定方法は、省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、不動産賃貸業の単一セグメントであるため、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前中間会計期間(自 令和２年２月１日 至 令和２年７月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

 

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産　

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 

３ 主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

福岡カンツリー倶楽部 66,300 不動産賃貸業
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当中間会計期間(自 令和３年２月１日 至 令和３年７月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

 

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産　

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 

３ 主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

福岡カンツリー倶楽部 60,330 不動産賃貸業
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 

 
　　　前事業年度
　（令和３年１月31日）

　　当中間会計期間
　（令和３年７月31日）

(1)１株当たり純資産額 205,636円83銭 204,172円27銭

（算定上の基礎）   

純資産の部の合計額（千円） 1,399,975 1,390,004

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ―

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額（千円） 1,399,975 1,390,004

普通株式の発行済株式数（株） 6,808 6,808

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
（期末）の普通株式の数（株）

6,808 6,808
 

 

 
　　前中間会計期間
（自　令和２年２月１日
至　令和２年７月31日）

　　当中間会計期間
（自　令和３年２月１日
至　令和３年７月31日）

(2)１株当たり中間純損失（△） △320円19銭 △1,464円56銭

（算定上の基礎）   

中間純損失（△）（千円） △2,179 △9,970

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る中間純損失（△）（千円） △2,179 △9,970

普通株式の期中平均株式数（株） 6,808 6,808
 

（注）前中間会計期間及び当中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損

失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社福岡カンツリー倶楽部(E04647)

半期報告書

28/33



(2) 【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社福岡カンツリー倶楽部(E04647)

半期報告書

29/33



第６ 【提出会社の参考情報】

 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

　有価証券報告書及びその添付書類

　　　事業年度第70期(自　令和２年２月１日　至　令和３年１月31日)令和３年４月28日福岡財務支局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

令和３年10月27日

株式会社　福岡カンツリー倶楽部

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

福　　岡　　事　　務　　所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 金　　子　　一　　昭

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 吉　　村　　祐　　二

 

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社福岡カンツリー倶楽部の令和３年２月１日から令和４年１月31日までの第71期事業年度の中間会計期間(令

和３年２月１日から令和３年７月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株

主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社福岡カンツリー倶楽部の令和３年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(令

和３年２月１日から令和３年７月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。

 
中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査

の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、

我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

 
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に

又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断

される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一

部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、

分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に

関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財

務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が

基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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